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＜中野委員＞ 

 これより第６回墨田区景観審議会を開催

します。本日は事務局からの報告事項がご

ざいまして、開催いたしました。はじめに、

事務局から委員の出席状況と本日の進行に

ついての説明をお願いします。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

事務局の都市計画課長の和田でございま

す。本日はよろしくお願いします。 

まずは委員の変更がございましたので、

ご報告させていただきます。お手元にある

委員名簿をご覧ください。行政委員でござ

いますが、この４月に東京都都市づくり政

策部緑地景観担当課長が人事異動になりま

して、名取課長から谷内課長へ変わりまし

た。 

続きまして、委員の出席状況でございま

す。出席が８名でございます。欠席は加藤

副会長でございます。９名中８名が出席で

ございますので、会議は成立しております。

よろしくお願いします。 

続きまして、本日は机上に資料を配布し

てございます。確認をさせていただきたい

と思います。まず、委員の名簿でございま

す。それから、第６回景観審議会次第と書

いてあるもの、資料１、別紙１、別紙２、

Ａ３のパンフレット、資料２、以上でござ

います。 

続きまして、本日の進行につきましてご

説明させていただきます。次第に基づきま

して、報告事項が２点ございます。１点目

は景観形成基準に適合しない建築物の取扱

いについてのご報告でございます。２点目

は墨田区景観条例の届出・事前協議の状況

についてご報告させていただきます。よろ

しくお願いいたします。なお、今回の報告

者ですが、開発調整課長の串原と私和田で

ございます。ご承認をお願いしたいと思い

ます。よろしくお願いいたします。 

＜中野委員＞ 

 ただいま事務局より報告者の承認を求め

られましたが、ご一同うなずいていただき

ましたので、報告者を都市計画課 和田課

長及び開発調整課 串原課長とご承認とさ

せていただきます。 

 本日は報告事項ですので、事務局から順

次説明をしていただき、その後意見交換と

しますので、よろしくお願いいたします。 

 では、事務局よりお願いいたします。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

 それでは、景観形成基準に適合しない建

築物の取扱いについてご報告させていただ

きます。串原開発調整課長、お願いします。 

＜事務局（串原開発調整課長）＞ 

お手元の資料１をご覧ください。「景観形

成基準に適合しない建築物の取扱いについ

て（報告）」について説明させていただきま

す。本件につきましては皆様のお手元の参

考資料がございますけれども、こちらをご

覧ください。本件は、彩度が４以下でない

といけないところを、彩度６で建物全体の

外壁を塗装してしまったということで、問

題になった物件でございます。平成２４年

１２月２７日に開催された第５回墨田区景

観審議会におきまして、次の３つの指摘事

項がございました。一つ目は、外壁の色彩

基準に対して勧告を行うこと、二つ目は勧

告処分について区報に掲載すること、三つ

目は景観計画に基づく届出や対象となる事

業について建築主や事業主及び業者に周知
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を行うことでした。続いて事業者に対して

の対応ですが、平成２５年３月８日に事業

者に対して勧告書を渡しております。さら

に、今後の塗り替えに関する念書の取り交

わしについての協議をしております。それ

から壁面緑化を事業者へ指導しております。

区の事業者への周知行為ですが、平成２５

年３月１１日号の区報に景観条例の周知と

勧告処分について掲載しました。平成２５

年４月２５日に東京塗装工業協同組合の第

４ブロック（台東区、荒川区、墨田区、葛

飾区、足立区、江戸川区）にお知らせの通

知とパンフレットを発送しております。報

告につきましては以上になります。 

＜中野委員＞ 

 ありがとうございました。 

 それでは、ただいまの報告事項について

ご意見、ご質問はありますか。 

＜渡辺委員＞ 

事業者に対して勧告書を出して、今後の

塗り替えに対する念書の取り交わしについ

て協議し現在指導中とありますが、事業者

はどのような様子でしょうか。 

＜事務局（串原開発調整課長）＞ 

まだ指導中であり、結論は出ていないの

ですが、事業主の方も景観条例の内容を知

らなかったと言う関係がありますので、今

回塗ってしまっているのですが、すぐに塗

り替えはできないと言うことで、区の勧告

については重く受け止めているとのことで

す。壁面の塗装を塗り替えるまでどうした

らいいかということで、現在壁面緑化の内

容について協議をしている段階であります。 

＜篠崎委員＞ 

勧告をした文面とはどのような内容なの

でしょうか。区報を見ますと、「適合しない

ので勧告しました」とあるのですが、通常

勧告とは「違反したのでどうすべきである」

というのが勧告だと思うのですが、具体的

な文面はどのようなものでしょうか。 

＜事務局（串原開発調整課長）＞ 

 「墨田区景観計画に定められた当該行為

についての制限に適合しないと認められる

ので、下記の措置をとることを勧告します。

なお、勧告に従わない場合は、景観法第17

条第 1項の規定により、変更命令をする場

合があります。」という内容でして、適合し

ないと認められる理由については「本件に

おける塗り替え後の色彩は、墨田区景観計

画に定めているアクセント色であり、使用

可能面積を超えていることから、勧告する

ものである。」としています。とるべき措置

は、「墨田区景観計画に定めた景観形成基準

（色彩）へ適合すること」という形で勧告

書を出しています。 

＜中野委員＞ 

措置がいつまでか明記しているのですか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

措置の時期については明記しておらず、

善後策としまして、色彩を隠すような壁面

緑化で対応していく。塗り替えはお金がか

かるため、再度捻出するのも大変だと言う

気持ちもわかりますので、壁面緑化で対応

できないかということと、色彩の変更をい

つまでにするかということを書いてほしい

と協議しているところでございます。 

＜中野委員＞ 

問題は今後の塗り替えの念書というのが

取り交わせるかと言うことですけどね。 

＜事務局（串原開発調整課長）＞ 

業者の方はよく内容を把握していなかっ

たと言うことがありますので、塗り替えた
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いと言う気持ちがあるのですが、今すぐに

できないと言うことで、今後塗り替えを確

実にやるかどうかについても、お金がない

ので、壁面緑化でとりあえず対応できない

かと言う話はしているところです。 

＜中野委員＞ 

「次回塗り替えのときに適合させます」

と一筆書いていただければいいのであれば、

時期を明記しないで念書を取り交わせた方

がすっきりするのではないでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

会長さんからご指導いただけましたので、

その点につきまして今後検討いたします。 

＜中野委員＞ 

 では、続いて議案の２にいきます。 

＜事務局（串原開発調整課長）＞ 

お手元の資料２「墨田区景観条例の届

出・事前協議の状況について（報告）」をご

覧ください。 

まず、「１ 年間届出件数」ですが、届出

及び事前協議は平成２１年１１月から実施

しております。まず建築物については、平

成２１年度の届出件数は４１件、その中で

事前協議件数は７件でございました。平成

２２年度は届出件数が１１５件、その中で

事前協議は２０件でございました。平成２

３年度は届出件数が１２９件、その中で事

前協議は１８件でございました。平成２４

年度は届出件数が１４２件、その中で事前

協議が２１件でございました。続いて工作

物ですが、対象は届出及び事前協議の対象

規模は地盤面からの高さが１５ｍ以上のも

のとなります。平成２１年度の件数は１件、

平成２２年度は４件でございました。平成

２３年度と２４年度につきましては、案件

はございませんでした。それから開発行為

ですが、対象規模は届出及び事前協議の対

象は、開発面積が５００㎡以上となります。

平成２１年度は０件、平成２２年度は６件、

平成２３年度は７件、平成２４年度は２件

でございました。 

続いて「２ 景観アドバイザー年間協議

日数」ですが、事前協議物件や学校・橋梁

等の公共施設について、事業主と対面協議

を行っています。協議日は、原則、１ヶ月

に１日以上で、１日につき２～３件の協議

を行っています。年間の協議日数ですが、

平成２１年度は１８日、平成２２年度は３

４日、平成２３年度は３１日、平成２４年

度は２９日となっております。この数値は

アドバイザー１人の場合１日、２人の場合

は２日という形で算出しております。報告

につきましては以上となります。 

＜中野委員＞ 

件数の確認ですが、平成２４年度の景観

アドバイザーの協議日数と事前協議件数の

計算に間違いはないでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

大きな物件については、景観アドバイザ

ーと１～２回協議する物件もございます。

特に学校関係とか橋梁の塗り替え等につい

ても、１物件につき２回程アドバイザーの

方からアドバイスをいただいています。現

地を確認していただくこともあります。 

＜鈴木委員＞ 

大横川親水公園のところで、色等のある

程度の統一的な見解を出していただけると、

地権者にとってやりやすいと思うし、統一

感が出てきてタワーに対するひとつの効果

が出てくるのかなと。あるいは場所として

の意義も出てくるのかなと思うのですけれ

ども、その辺について区としてご指導いた
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だけるというお考えがあるのでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

現在、墨田区では景観計画の中でネガテ

ィブチェックと言うことで、派手な色につ

いては抑えてくださいと言う基準にしてい

ます。各地域で推奨する色は決めたほうが

良いという意見を景観アドバイザーからい

ただいていますが、墨田区ではなかなか難

しいところがあります。景観のまちづくり

として、亀沢の一丁目から四丁目までで「景

観の考え方」として今ある景観形成基準＋

αのもう少し地域性があるような基準を設

けられないかと、３年くらいかけて地域の

方と検討会等で話をしています。しかし色

について決めるのは、なかなか難しいと言

うのがあります。これから地域の方々で運

用していく中で推奨できる色が見えてくる

とよろしいのかなと言うのがありまして、

地域の方々と話を進めていって、関心が高

くなって、意見交換ができるようになると

少しずつ決めていけるのかなと思っていま

して、ひとつモデル的に亀沢でやっており

ますので、これを他の地域にも広げていき

たいと区として考えております。 

＜中野委員＞ 

一般的に区は区全体を平等に見ないとい

けないと言う立場がありますので、ある特

定のところだけを特別に見るということが

制度上できません。地元の方々がある程度

まとまって、景観協定や景観計画に基づく

何らかのルールを決めていくという発議が

地元からあれば相談に乗れることができ、

景観アドバイザー等どのような手立てで支

援できるか検討できる仕組みになっていま

す。なので、地元からの発議がまず必要で

しょう。これが行政の仕組みの第一歩であ

ります。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

亀沢は一丁目から四丁目までの町会と北

斎通りまちづくりの会の方々が、景観に対

して関心が高いということで、少しずつ進

めています。ただ、参加者の人数が広がら

ないという課題があります。亀沢地区では

業務委託のほかに、北斎通りまちづくりの

会が条例による認定団体であるので、まち

づくり専門家派遣をしています。 

＜岸委員＞ 

区の集合住宅条例と開発指導要綱の中で、

中高層紛争予防条例に基づく説明会の前に

地域団体への説明を必要としていて、その

地域団体として北斎通りまちづくりの会と

４町会で説明を受ける協議会をつくってい

ます。この協議会は去年の秋からスタート

していて、約半年で９件程の説明を受けて

います。その説明の中で、事業者とやり取

りをした景観に関する部分を都市計画課へ

報告しながら、景観ガイドラインに活かせ

ないかと思っています。具体的に盛り込む

に当たっては、行政と住民と事業者が議論

できる方向に持っていけないだろうかとい

うことで検討しております。うまく景観ガ

イドラインに反映できればいいのかな。 

＜中野委員＞ 

結論はどういう方向へ持っていくのです

か。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

将来的には景観形成重点地区に指定する

ことを目指してやっています。景観形成基

準をバージョンアップさせて、細かい規定

を入れたらどうかという話もしてきました

が、数値的な規制まではなかなか決められ

ません。配慮すべき事項は多く出てくるの
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ですが。これから、地区の皆さんと運用し

ていきながらこのままでいい項目と具体的

にする項目等を分ける作業をこの１年間で

やらせていただいて、地域の方々が内容に

ついて問題がないとなれば、墨田区景観審

議会でもご議論いただければと思います。 

＜中野委員＞ 

地区指定になると、法律に基づくものな

ので、その地区全員の同意が必要となりま

す。一番楽なのは、○○憲章と言った法律

に基づかない、地域の人たちが「こうしま

しょう」と決めたやわらかいルールです。

その間に協定のような中間的なものがあり

ます。どれを選択したほうが一番早く、な

おかつ効率的か。法律で細かく決めすぎな

くても、墨田区の場合はある程度地域性で

まとまっていて、あまりガチガチにしない

方が、合意形成が得られて上手くいくかも

知れません。 

＜鈴木委員＞ 

区外の人たちは大横川親水公園を知らな

い人が多く、「こんな良い所があったのか」

と驚きます。その場所で、今回赤に塗って

しまうとか通常では考えられないようなこ

とが起こる。まちづくりの一貫として、そ

うゆうものに対して、ある一つの考えを持

っていく必要があるのではないでしょうか。 

＜中野委員＞ 

区民の方々の景観の意識を高めていかな

ければなりません。気になるのは、消費税

増税と東京スカイツリーに関連して、新た

に建築される件数が増えてくるのではない

かということで、行政対応が追いつくのか

どうか。地域からの声、行政からの声を理

解していただけるようであれば、今回のよ

うな勧告は二度とないと思います。 

＜伊丹委員＞ 

向島１丁目から吾妻橋にかけての源森橋

の上に、GTSのプロジェクトでいかがわし

い形をしたモニュメントがあります。私有

地だったら問題ないと思いますが、その場

所はスカイツリーの撮影スポットとして人

気のある所。設置の際に審議はされたので

しょうか。建築物や工作物については明確

な基準の資料がありますが、景観条例の対

象に当てはまらないものは基本方針から逸

脱していても自由にできてしまうのですか。

今後、そういうものに対してどう網に引っ

掛けていくのですか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

GTSの窓口は観光課が担当しており、GTS

は東京藝術大学・台東区・墨田区で、台東

区と墨田区に芸術作品を置こうというプロ

ジェクトでやっておりました。街中に芸術

作品を置いて回遊してもらうという主旨で、

約３年かけて昨年終了しました。景観計画

の中では、街中で景観への影響が大きいも

のということで、届出制度については一定

規模以上の建築物や工作物、一部地域の広

告物について規制しています。アートにつ

いては、地域の特徴を持っているものを置

くべきと考えています。景観計画を作ると

きには、先生方から景観の考え方を示すべ

きだとして、それぞれの地域の景観形成基

準・方針・特性に基づいて建築物等を建て

てもらいたいとしています。現在のところ

アートは審議の内容に入っておりません。

アートについては特に謳っておりませんが、

広告物については方針を景観計画の 80ペ

ージに示しています。 

＜中野委員＞ 

解説しますと、景観条例は狭い範囲のも
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のを同一として扱っています。と言うのは、

公共空間に立ったときに、目に見えるもの

は基本的に区民共有の財産であるとすると

対象とすべきなのですが、民間の敷地、特

に建物等財産に関わるものは財産権の関係

もあって全てを規制するわけにはいかない。

それはある一定のルールの下でコントロー

ルするというのが景観条例であり、法律で

制定されています。基本的に景観条例でコ

ントロールする対象は民間のものをベース

にして条例ができています。もう一方の公

共空間については、今回公共財であるので、

区長なり区民が権限を持っているものだと

すれば、公共財が勝手なデザインをしてい

るということも、どこかでコントロールし

なければいけない。そうすると、私は景観

審議会として、行政が変な形で許可をして

いるのであれば、議論の対象にしてもいい

ですし、場合によっては区長に対して「あ

んな変なものを置くな」と意見するような

ことをすべきではないかと思います。 

＜伊丹委員＞ 

ちなみに、その源森橋のモニュメントは、

作るにあたって区で内容についてコメント

したとか、何か関わったのでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

東京藝術大学・台東区・墨田区でやって

おりますので、墨田区も了解しているとは

思うのですが。 

＜伊丹委員＞ 

区民からクレームはきていないですか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

調査しないとわかりません。今お話でき

ないので、今後調べさせていただいて、ご

報告させていただきたいと思います。 

＜伊丹委員＞ 

近隣で話して誰かが代表としてまとまっ

て区に意見を言いに行くことばかりできな

いと思います。民間だったらいいのですが、

区役所が認めて率先してやっているのなら、

役所から近隣の町会や区民へ、調整を進ん

でやるべきなのではないでしょうか。その

結果が現在の状況なら、とやかく言うこと

ではないと思いますが。景観については、

届出の対象規模に当てはまらないものでも、

一歩間違えると危険かなというものについ

ては区役所から町会へお伺いを立てるとい

うプロセスはないのでしょうか。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

どういうプロセスを取ったかと言うこと

については、調査しないとお答えできませ

ん。 

＜中野委員＞ 

一般的にはそのようなプロセスはなくて、

それが重要なものであれば事前に説明をす

るというのはよくあります。この場合、事

前に説明をする必要がないと思われて設置

したと考えられます。それに対して、住民

からクレームがあるのであれば、景観審議

会の委員もある意味では公人としての命を

受けていますので、景観審議会を経由して

挙げていくということはできると思います。 

＜伊丹委員＞ 

まさに景観の方針から行くと下町情緒か

らかけ離れたものがあって、特に危惧して

いるのは、アートと言うのは民間がやった

ものに対して区は「だめ」と言えるのでし

ょうが、区が認めてやってしまったら、ア

ートってすごく嗜好が入るので、一歩間違

えると、ある５割の人が良いと言って、あ

る５割の人が NOと言うこともあるかもし

れないし、それを近隣の人の合意も得ずに
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一方的に設置してしまうのはどうなのだろ

うと思います。 

＜中野委員＞ 

それはぜひ景観論争に挙げていただいて

いいと思います。マスコミを通してなのか、

行政に直接なのか、景観というのは極めて

難しい問題をはらんでいます。例えば、パ

リのエッフェル塔は作ったときに約９割以

上の人が大反対して、あれは博覧会の期間

中の施設だからとして置いてしまって、い

まやパリのシンボルになっています。極端

に言えばそういうケースもありますので、

皆さんが良くないと言ったものが将来的に

良くないものかどうか、そこをきちっと景

観論争をして、場合によっては撤去しても

らうのもありかなと私は思います。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

GTSを設置した経緯は調べさせていただ

きます。 

＜中野委員＞ 

最後は景観審議会が「これはアートとし

てはいきすぎているね」と言うことで、勧

告を出すことはあり得るかもしれません。 

＜渡辺委員＞ 

墨田区の景観計画ができて、まだまだ区

民に周知されていません。知ってた上でや

ったのではなく、知らない上でやってしま

ったと言う区民の方が多い。区は、「こうゆ

う景観計画をつくっているのですよ」と、

区報等で随時アピールすることが必要だし、

区のイベント等に関連して PRすることも

大切だと思う。とにかく区民の方にこうゆ

うことをやっていると知ってもらうことが

大変重要であると思います。 

＜岸委員＞ 

今の議論の部分の中で、伊丹さんがおっ

しゃるように届出あるいは協議の対象から

こぼれてしまうものをどう景観審議会で対

応するかが大きな問題です。中野先生から

お話があったように公共について景観審議

会としてどう意見を述べるのかがひとつの

審議会の役割だと思います。とにかく公共

のものは率先して景観の意識を持って作っ

ていただきたいと思います。鈴木委員がお

っしゃっていた大横川親水公園の建物だけ

ではなくて、例えば公園の床面の舗装や橋

の色、排水の大きなパイプ等公共の方がや

るものは率先して意識してやっていただき

たいと思います。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

区のものについては景観アドバイザーか

らアドバイスを受けていますが、国や都の

ものについては、なかなか浸透しておりま

せん。都の事業者についても、区に相談願

いたいと言う通知を出させていただきたい

と考えています。 

＜中野委員＞ 

建築系では、割と色彩やデザインの勉強

をしていますが、土木系は色彩の教育を受

けていないことが多く、色彩感覚について

は少しおかしいかなというケースが日本全

国で発生してきました。職場研修など職場

で意識を高めていただくことが一番良いの

かもしれませんが、現在は景観アドバイザ

ーが孤軍奮闘されています。組織の中で色

の意識が高い職員を醸成するなどレベルア

ップしていくと、区民も満足する色彩やデ

ザインになると思います。色彩に関する論

争は公にすると区民の意識も高まります。 

＜岡本委員＞ 

GTSのモニュメントについては、実際に

設置する前に周知活動はしていたので、通
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すところは通したと思います。源森橋のモ

ニュメントについては、私はセーフだと思

います。作る側も設置されるからには、そ

の場所に愛されたいでしょう。嫌われたく

ないと思うので、設置前に地域の方と話し

合う機会があれば勉強になると思います。 

＜伊丹委員＞ 

モニュメントはひとつのきっかけであり、

届出や協議の対象規模以外に、どういう風

に網をかけるプロセスがあるのでしょうか。 

＜中野委員＞ 

この件については地元で議論してもらい

たいと思います。 

＜篠崎委員＞ 

今の枠組みの景観行政がうまく行ってい

るのかどうか。例えば今の景観アドバイザ

ー制度で、アドバイザーが指導してなにか

しら修正や変更を行って実際に完了したも

のを見たらやっぱり良くなっているとか、

そういうちょっとしたものでいいので成功

例や指導した結果がどう反映されているの

かをまとめた資料等を作成したほうが良い

と思います。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

今回は数字だけの報告にとどまっており

ますが、今後はどう指導してどう変わった

かをご報告させていただきたいと思います。

データベース化する必要性はあると考えて

います。 

＜谷内委員＞ 

これから墨田区さんと一緒に考えていき

たい思っていることが２点ありまして、一

点目は、点ではあっても地区のまちづくり

と一体となった景観はどういう風に積み重

ねていくのかということ、もう一点は川に

架かる橋や管を支える構造物の色について

です。隅田川は東京都としても重要な景観

軸として位置付けております。また吾妻橋

の赤は賛否両論あります。地域の方といろ

んな話を積み重ねていきながら決めていか

ないといけないと感じたところです。 

＜鈴木委員＞ 

隅田川の橋の色は昔の色に復活したので

すか。 

＜谷内委員＞ 

昔の色に戻したほうがいいというお話も

あるのですが、昔の色は遡るとわからない

橋が多く、作られた時がおそらくグレーか

緑か、当時用意されている塗装の色がその

辺りだと推測されております。一方、昭和

５０年代後半に著名橋ということで、東京

都が地元の人とお話をしながら赤などに決

めた経緯がありまして、そのほうがいいと

いう方もいれば、創建当時のグレーや緑色

に戻したほうがいいという議論もあります。

また、景観行政団体が川の両岸で、台東区

さんと墨田区さんのように違うような状況

もあって、どのようなプロセスを経ていく

のか、今後相談が出てくることがあると思

いますので、ぜひご協力をいただきたいと

思います。以前、東京都の歴史的建築物の

部会がありまして隅田川に架かる橋の塗り

替えのルールも検討するよう宿題をいただ

いたところです。時間をかけて仕組みなど

をつくっていかなければと思っています。 

＜岸委員＞ 

隅田川の橋は、全部違う色に塗っている

かと思います。以前景観審議会で両国橋の

塗り替えについての議論が出まして、その

ときも台東区・中央区・墨田区・東京都が

協議をしなければならないのか、あるいは

国道だから国交省も入るか、いろいろな議
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論がありました。架かる橋は国と都との管

轄になると思うので、その辺を調整して各

自治体の審議会に声をかけていただいて協

議をしていただきたいと思います。 

＜岡本委員＞ 

川に架かる橋の色は、もし機会があれば

地域の方が参加して決めるやり方ができれ

ば一番良いのかなと思います。自分たちで

決めた色なので、もし後から文句を言われ

れば自分たちで考えなければならないし、

自分たちで責任を持ついい機会になるので、

特定の人と決めてしまうのではなくて、地

域の皆さんが参加する形で決めていけば、

少なくとも色について各々が責任を持ち始

めるのではないか、そして色を考える一番

良いきっかけになるのではないかと思いま

す。住民の方の意識レベルが上がらないと、

本当の良いまちづくりはできないと思いま

す。 

＜伊丹委員＞ 

この場もそうなのですが、３名区民とい

う形でいますが、純粋に建築等の知識がな

い普通の区民は私だけでして、こちらの二

人は建築士さんで多少バランスは取れてい

る。バランスが取れている人だけで話した

り、有識者の方だけで話したり、それでは

やはり地域の人の意見は汲み取れないと思

います。だからと言って、地域の人ばかり

では脱線してしまうし、三位一体ではない

ですが有識者・専門家・地域の人、もうひ

とつ大事だと思うのは、こうゆう場に出て

きて思うのですが、地域の人でも最近ゆと

りがあって、特に東京の場合は、最近流入

してきた人と何十年とそこに住んできた人

の意識の温度差がすごく違うというのを感

じます。いろんな人の意見をバランス良く

汲み取れるような会議体をつくっていただ

くことが、今後行政の方に一区民として期

待することです。早め早めに近隣の方や色

んな立場の人の意見を汲み取っていただき

たいと思います。 

＜中野委員＞ 

著名橋整備から 20年近く経つのですが、

参考までに、私は隅田川ルネッサンスの専

門委員でもありまして、これから注目され

る事業が動き出すはずです。大阪が水辺再

生で脚光を浴びてきたのに影響されたのか、

知事本局が調整役になって建設から都市計

画・河川・観光、そして各区役所の観光課

と地域の観光団体、さらに学識者・専門家

が入って、隅田川に架かる橋や護岸で再整

備する時期が来ている所については対策を

講じていこうとしています。 

 それではこれをもちまして議論・質疑に

ついては終了させていただきます。では、

事務局へお返しします。 

＜事務局（和田都市計画課長）＞ 

次回の開催につきましては、案件が出次

第ご連絡いたします。よろしくお願いしま

す。また、本委員会の現委員の皆様に付き

ましては、５月３１日までの任期となって

おります。案件の都合上、今期の開催が２

回という大変少ない回数で申し訳ございま

せんでした。しかしながら、今日もお伝え

しましたが、勧告というような難しい案件

もございまして、皆様には大変難しいご審

議をしていただいたと思います。とても感

謝しております。ありがとうございました。   

また６月１日より２年間新しい任期とな

りまして、６月以降に早めに開催させてい

ただきたいと思っております。新たなメン

バーになりますけれども、よろしくお願い
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いたします。 

＜中野委員＞ 

それでは、これをもちまして第６回景観

審議会を終了いたします。お疲れ様でした。 

 


